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環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書の概要 

調査・予測・評価の実施方法の提示 
○複数案を原則設定 
○重大な環境影響の比較整理により評価 
○原則として既存資料により実施 
○生態系を「場」として捉える考え方を導入 

意見聴取する場合の方法の提示 
○意見聴取を原則実施 
○複数の各案の関係地域（自治
体）で実施 

○考慮すべき「重要な自然環境」の
範囲の適正化 

メリハリの強化 
○地域特性・事業特性の整理の合理化 
○参考手法の適正化（最新知見の反映、複
数の手法の提示） 

透明性の向上 
○助言を受けた専門家の所属等の開示 

報告書作成方法等の提示 
○原則、事業（工事）終了段階で１回作成 

リンク 

「ティアリング」 
（前段階の結果の活用） 

環境施策動向への対応 
○評価範囲に「低周波音」を追加 

法制度全体に関する課題への対応 
○放射性物質への対応 
○報告書手続における特例措置への対応 

環境施策動向への対応 
○生物多様性オフセットの調査研究の推進 
○PM2.5のアセス技術の開発 
○温室効果ガスへの対応強化 

配慮書手続の結果等の反映 
○配慮書手続段階の検討結果
の活用 

：改正法に伴い追加される手続 ：現行の手続（現行規定の見直し等） 凡例 

制度の円滑な運用（メリハリの強化等） 
○項目選定の簡略化・重点化（条件の明確化） 

○講じた環境保全措置の効果の確認 

配慮書手続関係 
○配慮書手続での関係者意見等を方法書等
に記載 

１．基本的事項（告示）により対応する事項 

２．環境省令により対応する事項 

３．制度の円滑な実施に向けて 

配慮書手続の結果等の反映 
○配慮書手続等早期段階の検討
による回避・低減の効果の明示 

透明性の向上 
○事後調査・環境保全措置における専門家
の関与の強化 

報告書手続関係 
○報告すべき環境保全措置の内容を規定 
○報告書の公表方法を規定 


